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別紙 
 

小規模雑居ビルの防火安全対策について 

 
 平成１３年９月１日の新宿区歌舞伎町ビル火災は、延べ面積５００㎡程度の

小規模なビルで発生したにもかかわらず、４４名の尊い命を奪い、昭和５７年

のホテル・ニュージャパン火災（死者３３名）を超える大惨事となった。この

火災がかかる大惨事となった要因としては、次のような消防法令違反があった

等の事実が指摘できる（資料１参照）。 
① 階段室の物品存置、避難訓練の未実施、消防用設備等の点検未実施等防火

管理が不適切であったこと 
② 自動火災報知設備のベルが停止されていた可能性が高いこと等により、火

災の発見が遅れ、初期消火、通報、避難誘導等の初期対応を的確に行うこと

ができなかったこと 
③ 直通階段（屋内）が一本しかなく、当該階段からの出火であったため、避

難経路を効果的に確保することができなかったこと 
④ たて穴区画を構成する防火設備（防火戸）が閉鎖しなかったため、急激に

火煙が店舗内に流入したこと 
この火災を踏まえ、緊急に実施された全国の小規模雑居ビルの一斉立入検査

の結果、何らかの消防法令違反があるものが９割を超える等の事実が判明して

おり、これらの問題がこのビルに特有のものではなく、同種の小規模雑居ビル

において共通の問題であることを示している（資料２参照）。 
 
 このような小規模雑居ビルの防火安全対策に係る課題に鑑みれば、消防機関

による違反是正の徹底、防火対象物の関係者による防火管理の徹底及び避難・

安全基準の強化を図ることが必要である。 
 
【違反是正の徹底】 

 「国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」（消防組織法第１条）こと

をその任務とする消防庁及び消防機関は、かかる消防法令違反等について有効

な対策を講じることができないままに、今回の大惨事が発生したことを重く受

け止める必要がある。 
 消防機関は、消防法令違反等に対しては、改修計画提出の指示や警告等の行

政指導、消防法による措置命令や使用停止命令、刑事告発等の手段を活用して

違反処理を行うことができるが、現実には、防火対象物の関係者の自発的な違

反是正を促す行政指導をその中心としてきている。しかし、今後は、個別の違

反事案の火災予防上の危険性の程度、防火対象物の関係者の違反是正の意思や

能力の有無、違反処理のための代替手段の可能性等に応じて、消防法による措
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置命令や使用停止命令、刑事告発等をより積極的に発動し、迅速かつ効果的な

違反処理を進めるべきである。 
 また、消防機関には、消防法により、防火対象物等の実態を把握し、防火対

象物の関係者に対して火災予防上必要な指導を行うとともに、万一の出火に際

しても被害を最小限度に止め得るよう立入検査の権限が付与されているが、こ

の立入検査は全ての防火対象物について画一的に実施するのではなく、迅速か

つ効果的な違反処理の実施という観点から、消防機関が有する防火対象物に関

する情報をもとに火災予防上の危険性が高い防火対象物を重点的に実施してい

くべきである。そのためにも、立入検査を補完する仕組みが必要である。 
 さらに、防火対象物における火災予防上の危険性は、防火対象物の管理権原

者のみが認識するだけでは十分でない。かかる大惨事の再発を防止するために

は、火災による被害を受ける可能性がある防火対象物の周辺の住民や利用者が、

自らの生命、身体及び財産を守るために、当該防火対象物の火災予防上の危険

に関する情報を知ることができるような仕組みが必要である。 
 
【防火管理の徹底】 

 そもそも防火対象物における火災の発生を防止し、火災による被害の軽減を

図ることは、それぞれの防火対象物の管理権原者等の一義的な責任において行

うべきものである。 
 これら防火対象物の管理権原者等が遵守すべき防火管理や消防用設備等の設

置維持などの義務は、火災の予防等のために重要な役割を果たすものであるが、

一般に、日常的にその効果が発揮されるものではなく、火災等の非常時にのみ

その効果が発揮されるものであること等のため、他の分野における法令と比較

してその遵守の意識が低い傾向にあるとの指摘もある。加えて、防火対象物が、

その使用形態を含めて多様化、複雑化し、また、科学技術の発達を踏まえて設

備等が多様化、高度化する中で、消防法令を遵守して防火対象物の防火管理を

行うためには火災予防に関する高度な知識や経験を必要とするようになってお

り、これらが適切な防火管理の実施を困難にしている。 
 これらの状況を踏まえれば、地域において火災予防に取り組む自治会、商工

関係団体、料理飲食業組合、消防団、自主防災組織等を活用して消防法令に基

づく防火管理や消防用設備等の設置維持などの義務が遵守されていない防火対

象物の火災予防上の危険性についての啓発活動を行うほか、防火管理について

責任を負うべき防火対象物の管理権原者等を明確化し、罰則の強化を含めてそ

の責任を強化するとともに、火災予防に関する知識や経験を有する民間の専門

家を活用しながら、火災予防に関する専門的な観点からの防火管理の実施を補

強するための仕組みを設けるべきである。 
 
【避難・安全基準の強化】 

 このほか、新宿区歌舞伎町ビル火災では、直通階段が１で、かつ、火災の早
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期発見・報知がなされなかったことから有効な避難ができなかった。このよう

な直通階段が１の防火対象物については、火災が発生した場合に人命に危険が

及ぶ可能性が高いため、火災を早期に発見・報知し、避難を迅速に行うことが

必要である。 
 また、防火対象物の使用形態が多様化、複雑化する中で、例えば、飲食を伴

わない風俗店等、新しい形態の防火対象物の用途の出現に対して消防法令の防

火安全対策の基準が的確に対応できていない状況にあると考えられる。 
これらの点を踏まえて、避難・安全基準の強化のために消防法令の改正など

所要の措置を講ずるべきである。 
 
 以上の観点から、消防庁においては、下記の対策について、速やかに消防法

令の改正や地方財政措置を含む所要の措置を講じ、また、消防機関に対し違反

是正を徹底するように指導することなどにより、その具体化に努めるとともに、

小規模雑居ビルの関係者においては、防火管理責任を全うするように強く求め

るものである。 
 

記 
 
第１ 違反是正の徹底 

 
 違反是正を徹底するために、違反処理の推進及び違反情報の公開と罰則の強

化を図るとともに、違反是正体制整備のため所要の措置を講ずる必要がある。 
 

１ 違反処理の推進 

 
  （命令発動要件の明確化） 

   消防法第５条の防火対象物に関する火災予防措置命令については、その

発動要件が具体性を欠いており、使用停止命令等の発動要件として火災予

防上重要な命令に違反した場合を列挙する等によってその明確化を図る必

要がある。 
 
  （消防吏員の命令権限の拡大） 

   消防法第５条の防火対象物に関する火災予防措置命令については、命令

権者が消防長又は消防署長に限られているが、防火対象物について火災の

予防上危険であると認める一定の場合には、消防吏員もみだりに存置され

た物件の除去を命ずることができることとする等火災予防上危険な状況へ

の迅速な対処ができるよう所要の措置を講ずる必要がある。 
 
  （マニュアルの作成） 
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   立入検査を的確かつ効率的に行うため、小規模雑居ビルにおける火災危

険性等を踏まえた立入検査の優先順位の考え方、検査項目のポイント、防

火対象物の関係者への指導要領等を盛り込んだ小規模雑居ビルに係る立入

検査マニュアルを作成する必要がある。 
   また、法令違反に対する各種命令の発動件数が少ない現状に鑑み、使用

停止命令等の発動に当たっての判断を迅速かつ的確に行うため、火災の危

険性、違反の悪質性等を勘案した命令発動要件の具体事例を示すとともに、

併せて告発要領等を盛り込んだ小規模雑居ビルに係る違反処理マニュアル

を作成する必要がある（資料３及び４参照）。 
   
  （立入検査の時間的制約・事前通告の見直し） 

   立入検査については、消防法第４条で、原則として公開時間又は日出か

ら日没までの時間に行わなければならず、また、日出から日没までの時間

（公開時間を除く。）に立入検査を行う場合には事前通告を必要とすること

が定められているが、夜間営業の風俗店、飲食店等に対しては日没後の公

開時間の前に立入検査を行うことが必要な場合があり、また、事前通告を

行わないことが必要な場合もあることを踏まえ、この立入検査の時間的制

約及び事前通告に係る規定を見直す必要がある。  
 

２ 違反情報の公開と罰則の強化 

 
  （命令を受けた防火対象物の公示） 

   火災の危険性が高いこと又は火災予防上重要な命令に違反したことによ

り使用の禁止、停止等の命令を受けた防火対象物については、当該防火対

象物の利用者等にその旨を明らかにするため、当該防火対象物に標識を設

置する等の方法により公示を行うこととする必要がある。 
 
  （罰則の強化） 

   法令違反等に対する抑止力を高めるため、両罰規定において法人に対す

る罰金を強化する等、罰則の強化を図る必要がある（資料５参照）。 
 

３ 違反是正体制の整備 

 
  （予防要員の確保） 

   立入検査及び違反処理を的確に実施するため、消防機関においては予防

要員について所要の増強を図ることが望ましく、このための地方財政措置

を講じる必要がある（資料３参照）。 
 
  （違反処理支援体制の整備） 



5 
 

   違反処理に関する専門的な知識、技術を有する担当者を常時必要数配置

することは多くの消防機関において困難と考えられるため、違反処理に係

る技術的助言を行う等、全国の消防機関が行う違反処理を側面的に支援す

るための体制を整備する必要がある。 
   また、緊急地域雇用創出特別基金事業を活用することによる立入検査及

び違反処理を支援する要員の確保を図る必要がある（資料６参照）。 
 
  （関係部局との連携） 

   小規模雑居ビルのテナントの変更等については、警察部局による風俗営

業の許可等、食品衛生部局による飲食業の許可等、建築部局による建築確

認等の際に情報を入手することが可能であることから、このような情報を

消防部局を含めた各部局が共有するための地方レベルの枠組みを設ける等

関係部局との連携を図るための措置を講ずることによって、小規模雑居ビ

ルのテナントの状況を的確に把握するよう努める必要がある。 
   また、各部局が行う許可等に合わせて違反是正指導を行うとともに、必

要に応じて関係部局と合同で立入検査を行うことができるよう、関係部局

と連携を図る必要がある（資料７参照）。 
 
  （消防庁の組織・体制の整備） 

   違反是正に係る施策をはじめとした防火対象物の安全対策を推進するた

め、消防庁の組織・体制の整備を図る必要がある。 
 
第２ 防火管理の徹底 

 
  防火管理を徹底するために、防火管理責任の強化及び点検報告制度の拡充

のため所要の措置を講ずるほか、小規模雑居ビルの防火安全に係る啓発の推

進を図る必要がある。 
 

１ 防火管理責任の強化 

 
  （管理権原者の明確化） 

   小規模雑居ビルの階段等の共用部分については、防火管理について責任

を有する管理権原者が必ずしも明確にされていない場合もあることから、

その選任に係る指導基準を示すとともに、共同防火管理の協議事項の中で

当該責任者を明示させる必要がある。 
 
  （共同防火管理の明確化） 

共同防火管理協議会の代表者については、必ずしも複数の管理権原者を

取りまとめるのにふさわしい立場の者が選任されていない場合もあるため、
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代表者は、所有権を有する者等の主要な管理権原を有する者とする旨を明

確にする必要がある。 
 
  （防火管理に係る命令違反等に対する措置の強化） 

   防火管理の重要性に鑑み、消防法第８条第４項に定める防火管理に係る

措置命令違反に対し使用停止命令も含めた強力な是正措置を行うことがで

きることとするとともに、当該違反に対する罰則を強化する必要がある。 
 
  （防火管理者養成体制の整備） 

   防火管理者講習の実施頻度が少ないことなど、防火管理者が防火管理講

習を十分に受けられる体制にないことが防火管理者の選任率が低い一つの

理由になっているとの指摘がなされていることから、消防機関が共同で講

習を外部に委託することなどにより、講習を受ける機会の確保に努める必

要がある。また、防火管理者講習の内容を再検討し、その充実を図る必要

がある。 
 

２ 点検報告制度の拡充  

 
 （防火対象物の総合点検報告制度（仮称）の導入） 

   消防法に基づく点検報告制度は、現在、消防用設備等の機能等に係るも

のに限られており、防火管理に係る事項はその対象となっていない。しか

し、小規模雑居ビルのみならず全防火対象物に防火管理関係の違反が多い

現状にあるほか、用途変更に伴って消防法令の基準に適合しなくなる場合

も多く、現在の消防機関の体制では、その実態を十分に把握できる状況で

はない。 
   このため、現行の消防用設備等の機能等に係る点検に加えて、一定の防

火対象物については、消防法令、火災予防等に係る専門知識を有する者が、

用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る

事項も含めて総合的に点検し、その結果を消防機関に報告するとともに、

防火対象物の利用者に分かるよう点検済である旨等の表示を行うことがで

きることとする必要がある。なお、この制度の導入に当たっては、一定期

間にわたって違反実績がないなどの優良な防火対象物については十分に配

慮するなど合理的な制度とする必要がある。 
   また、消防機関は、この報告結果を踏まえて、立入検査の効率化、重点

化を図る必要がある。 
 
  （消防用設備等の点検報告制度の充実） 

   上記の消防法令に基づく点検報告制度の総合化に併せて、消防用設備等

の信頼性を確保するため、消防用設備等の点検制度について、消防設備士
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又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物の範囲

（現行では、特定防火対象物で延べ面積 1,000 ㎡以上のもの、その他の防

火対象物は延べ面積 1,000 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が火災

予防上必要があると認めて指定するもの）を拡大する必要がある。 
   また、点検報告率の向上を図るため、点検業務の支援を行う要員の確保

を図る必要がある（資料６参照）。 
 

３ 小規模雑居ビルの防火安全に係る啓発の推進 

 
  （地域社会との連携） 

   小規模雑居ビルの火災危険性について当該ビルの関係者に十分理解して

もらうため、自治会、商工関係団体、料理飲食業組合、消防団、自主防災

組織等と連携して、小規模雑居ビルの防火安全上のポイントを記載したパ

ンフレット等を配布するなどの啓発活動を行う必要がある。 
 
  （国民への周知） 

   小規模雑居ビルの火災危険性に関する啓発を推進する観点から、小規模

雑居ビルの火災危険性に係るチェックポイント、火災発生時の対応方法等

について、パンフレットやホームページ等を通じ、国民に周知を図る必要

がある。 
 
第３ 避難・安全基準の強化 

 
 避難経路の確保、新たな形態の風俗店等への対応、火災の早期発見・報知な

どの観点から、避難・安全基準の強化のため所要の措置を講じる必要がある。 
 

１ 避難経路の確保 

 
 （二方向避難など避難経路の確保） 

   火災時の避難については、二方向の避難経路（階段、バルコニー等）の

確保、たて穴区画における防火設備（防火戸等）の的確な作動が極めて重

要であることに鑑み、防火対象物における二方向の避難施設の確保方策、

たて穴区画において的確に作動する防火設備の開発及び設置促進について、

国土交通省と調整を図って推進する必要がある。 
 
  （避難施設及び防火設備の管理の強化） 

   避難施設（階段等）や防火設備（防火戸等）の付近における物件の存置

が、今回の火災で多数の死者が発生した大きな要因と考えられることから、

避難施設及び防火設備の管理について、消防法において明確に位置付ける
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とともに、違反に対して命令規定を置き、命令違反に対して使用停止命令

を含めた強力な措置を行うことができることとする必要がある。 
 
  （避難器具の設置基準の見直し） 

   直通階段が１の防火対象物においては、階段室から出火した場合、多数

の者が室内に取り残され、避難に際して混乱状態となる可能性があること

から、直通階段が屋外避難階段であるものを除き、簡単な操作で連続的に

避難可能な避難器具を設置することとするほか、避難器具の設置場所の明

示等によりこれが的確に利用されるよう設置基準を見直す必要がある（資

料８参照）。 
 
  （階段室用の消火設備機器の開発・設置促進） 

   階段室火災の消火について検討を行い、その火災性状を十分解明すると

ともに、効率的に消火を行うことができる消火設備機器の開発を推進し、

その開発を待って設置を促進する必要がある。 
 

２ 新たな形態の風俗店等への対応 

 
   現行では、いわゆる風俗店のうち、飲食を伴わない営業形態の場合には、

非特定防火対象物とする用途指定の運用がなされ、特定防火対象物（旅館、

ホテル、飲食店、物品販売店など不特定多数の人々によって利用されるこ

とが想定される防火対象物）と比較して防火管理や消防用設備等の設置維

持等について、より緩やかな義務を課されるにとどまっている。このよう

に飲食の有無により用途指定が異なることは風俗店の実態からして著しく

均衡を失しており、飲食を伴わないものであっても逃げ遅れによる人命危

険性の高さに鑑みて特定防火対象物として同等の義務を課すよう基準を改

正するべきである。 
   また、防火対象物の使用形態が多様化、複雑化していく中にあっては、

今後も、新しい形態の用途の防火対象物が出現することが予想され、これ

に対して、消防法による防火安全対策の基準の適用については的確かつ機

動的な対応を行うべきであり、防火対象物の用途指定の方法について所要

の見直しを行う必要がある（資料９参照）。 
 

３ 火災の早期発見・報知 

 
  （自動火災報知設備の設置対象の拡大） 

   複合用途防火対象物のうち、その一部が特定用途に供されているもの（消

防法施行令別表第１(16)項イ）について、他の特定防火対象物と同様な火

災危険性を有することに鑑み、自動火災報知設備を設置しなければならな
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い範囲を拡大する必要がある。 
   また、直通階段が１の特定防火対象物（直通階段が屋外避難階段のもの

を除く。）で３階以上のもの又は地階を有するものについて、階段室から出

火した場合の危険性に鑑み、自動火災報知設備を設置しなければならない

範囲を拡大する必要がある（資料１０参照）。 
 
  （再鳴動機能付きの自動火災報知設備の設置） 

   火災報知の遅れが今回の火災で多数の死者が発生した要因の一つと考え

られることから、直通階段が１の特定防火対象物に設置されている既存の

自動火災報知設備については、再鳴動機能付きのものに改修を義務づける

とともに、室内の音響が大きいテナントについては、自動火災報知設備に

より的確に在館者に報知することができるよう措置を講じる必要がある。 
 
  （階段室における感知器設置基準の見直し） 

   直通階段が１の防火対象物の階段室から出火した場合には、避難の困難

性等に鑑みればできるだけ早く火災を感知することが必要であるため、階

段室における煙感知器等の設置のあり方について検討し、階段室における

感知器設置基準を見直す必要がある。 
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ウ消火活動

3階7口、 4階2口、島上に1口を延長し、設題・熱気を事撚しながら要救助者め保

護と消防隊員の救助活動を援護するとともに、建物内の火勢帝!圧と匙脚色Hこあたった。

12 救急活動

迅略上の傷者及U哨防隊による救出者を救急務により各病院に搬送・しむ

蹴差

収容先医療機関 i
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日本汰学板檎青院 4 
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中里総合病院 4 

国立国際医療センター 3 
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東ゑ警察病院 3 

春山外科病院 3 

東京女子医科大物開完 2 

鹿応'物商院ノ、、 2 
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馬飼台日本決朝司淀 1 

東京大割高院 l 
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国立東京医療センター 1 

帝京大物静完 l 

東邦大学大梅雨克 1 
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筆電車十 2

ピ)1-の一斉 果のとりまとめ

1 趣旨

新宿区歌舞伎町ピル火災の発生を踏まえ各消防本部が実施している小規模雑居ピルの

一斉立入検査の結果について報告された内容をとりまとめたものである。

(注)このとりまとめ結果は、一斉立入検査の結果について 10月末までに各消防本部から各都道府県

を通じて報告された内容をとりまとめたものであるが、東京消防庁においては、現在継続して立入

検査を実施している。

2 
3階以上が損楽、飲食等の用途に用いられている ピル
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3 立入検査のとりまとめ結果

(1)用途区分
今回報告された、一斉立入検査を行った対象物数は、全国合計で8. 407対象であ

った。

そのうち 13大都市における防火対象物数は、合計で4.553対象で、全体の 54.
2%を占めており、用途区分別の防火対象物数における 13大都市の占める割合(*)
に比べかなり高くなっている。このことから、このような小規模雑居ピルは他の建築物

等に比べ都市部への集中の度合いが高いと考えられる。

用途区分 (2)噴 (3)項 (16)項イ 合計

斉立入検査 象物数 235 2.331 5.841 8，407 

うち 13大都市 166 1. 186 3.201 4.553 
(割合) (70.6先) (50.9出) (54.8路) (54.2お)

防火対象物数(*) 18，655 80.803 350.089 449.547 

うち 13大都市(*) 2. 744 12.355 112.470 127，569 
(割合) (14.7出) (15.3%) (32. 1犯) (28.4犯)

(*)平成 12年版消防白書から引用(平成 12年 3月31現在の数値。延べ面積

150rd以上のもの)。

(2)消防法令等に違反のなかった

各項目に違反がなかった対象物は全体の 8. 1 %であり、 90%を超える対象物

で何らかの違反があった。
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(3)防火管理関係
防火管理関係の項目については、全ての項目について違反が半数を超えている。
特に自衛消防訓練実施については 80%を超える防火対象物に違反があり、その他

防火管理者選任届、消防計画の作成、共同防火管理協議事項届出についても、 60%
程度に違反がある。

(4)防炎物品関係
妨炎物品の使用については、 40%程度違反がある。

(5)消防用設備等関係
自動火災報知設備、避難器具、誘導灯・誘導標識について違反が多く、

えている。

(6)その他

40%を超

ア 消防用設備等の点検・報告については、
イ 避難施設の管理については30%程度、
反が見られる。

60%程度のものに違反がある。
防火戸の管理については 20%程度に違

-23-
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対象物 違反な
違反率

違反な
違反率

対象物 違反な
違反率

対象物 違反な
違反率

数 し し 数 し 数 し
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t.. 7.7% 
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違反有り違反有り
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4039 70.1首
違反有り 1724 29.9弛

l'円主主主主.日1明，円λ 問 ス EE主'λ問レ

1"，三市山山4d-=-]'1. J#. I 1103 189.1弛l唱 E 士 1，1 135 1 10.9祐PcQ c j首

防
|白日山似担臼吾九推 I 2324 I 55.9弘l唾 E 士川 I 1836 I 44.1% 用

号anza 

i づい出唱者支炉旦日ー企品単如訊~..=. I:::' _，fm_ I 1 2488 1 77.3% 1喧 E 七け 731 1 22.7弘

等 1 2557 1 52.6目1-=全 日 1 2300 1 47.4百

2583 1 46.3首

510 I 9.5弘

609 1 12.8% 

1209 I 20.7 

3510 1 60.1出

1740 1 29.8叫

1098 1 18.8% り

5841 

剛
一
則
一
則



小規模雑居ピル立入検査結果報告結果表
用途区分【合計】
[1防火管理関係】

防火管理者選任届 消防計画の作成

全ての事業
所が未眉け 圭ての事業所

が臣也望み

全ての'"華
所が索作成

全ての事業所
が作成措み

ー

40.0;覧
35.3% 

総数84071牛 総数8407件

一部由事業所伝

来扇lす有り

-111の事車
所副5農作成

、

共同防火 項届出 衛消防訓練

朱瞳吋

描出清み
年Z回以よ聖車

18.4% 

来実施

総数8407件

41.3.覧

総数8407件

年1121実施

防炎物品使用

連匝有り
;l1ii無し

総数7597件

60.7% 

白
河
リ

。〆旬



小規模耗居ヒル立入検査結果報告結果表
用途区分【合計】
【消防用設備等】

消火器・簡易消火用具 内消

違E有り
量1ii:1II!l- 車車有り

総数8278件 総数1724件

鉛~~覧

70.9% 

自動火災報 非常警報器具・

遣反有り 車庫無し
違亙有り 車置摘し

総数6229件 総数4815件
58.0% 

78.1覧

誘 • 

遺置有旬
遣E無し 畳屋有り 量底無し

総数7029件
54.4% 

総数8068件
54.9% 

A
Hリ。《υ



小規模雑居ピル立入検査結
用途区分【合計】
【その他】

告結果表

火気使用 • 消防用設

遅車鍛L
来届Iす

違反有り

』

眉幽講必

総数7749件 総数6754件

90.5:覧 8又4%

開始属 j肖 等点検報告

来信け

届出掛み 朱報告 報告揖み

39.5:覧

総数日407件 総数8407件

80.2% 

避難施設の管理 防火戸の管理

指摘事項摘し
指摘事項有ザ

指摘事項有

指摘草項無し

総数8407件 総数日40H牛

70.6% 

81.4% 

円

d



ー料3JI
立入検査実施率の推移等

[予防要頁1人当たりの防火対象物数の推移|

'2，}0'21咽a ~ ~70361 • 
3.143.∞1 

3.194.559 

"....， '.O~孟

? 0?1 '21A 2.948.407 3.021.542 

2，500脚| -------戸/ー 331.5 333.2 ~ 320.0 

-1 3∞.0 

1.5曲，蜘 127LJZシ J
10430 10476 10685 260.0 

• • • • • • 
1108161085910723 10584 10553 10619 ~ 240.0 

50∞ト I 220.0 

。 200.0 

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

ー・一予防要員数 一←肪火対象物数(A) 一合一B/A
F ‘--・.ー---

!立入検査実施率の推移i

42.0 

1.500.000 
1.226.292 1，219，829 1.226.060 1，207，565 1，193.435 1.176，703 1，171，952 

1.000，000 

500，000 

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

!+防火対象物数(A) -+--立入検査実施件数(8) -6-B/Ax 1∞| 
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命令件数の推移

8年 10年 11年

司令曲防火管理に闘する命令
(法第g象、第8条の2関係)

ー骨四消防用段備等lζ関する命令
(法第l'条の4関係〉

一*一防火対象物に関する命令
(法第5条関係)

明快一計



|資料 ~I

消防法における防火対象物の火災予防関係の命令・罰則一覧

罰 員リ
消防法条項 命令・義務 規定違反(直罰) 命令違反

罰金20万円以下・拘留

第3条第 1項 屋外における火災予防措置命令 (第44条第 1号)

立入検査の受認義務等 罰金20万円以下・拘留

第4条 (第44条第2号)

資料提出命令等 罰金20万円以下・拘留

(第44条第2号)

懲役 l年以下・罰金501
第5条 防火対象物に対する措置命令 万円以下(第41条第 1

項第 1号)、併科(同第

2項)

第8条第2項 防火管理者選任届出義務 罰金20万円以下・拘留

(第44条第6号)

懲役3月以下・罰金20
第8条第3項 防火管理者選任命令 万円以下(第43条第 l

項第 1号)、併科(同第

2項)、両罰(第45条)

懲役6月以下・罰金30
第8条第4項 防火管理業務措置命令 万円以下(第42条第 1

項第 1号)、併科(同第

2項)、両罰(第45条)

無し

第8条の 2第3項 共同防火管理協議事項作成命令

罰金20万円以下・拘留

第8条の 3第3項 防炎対象物品の表示義務 (第44条第 3号)、両

罰(第45条)

罰金20万円以下・拘留

第 17条の 3の2 消防用設備等の検査受認義務、 (第44条第3号の2、

設置届出義務等 第6号)

第 17条の 3の3消防用設備等の点検報告義務等 罰金20万円以下・拘留

(第44条第7号の 3)
懲役6月以下・罰金30

消防用設備等の設置命令 万円以下(第42条第 1
項第 7号)、併科(同第

第 17条の4 2項)、両罰(第45条)

罰金20万円以下・拘留

消防用設備等の維持命令 (第44条第 8号)、両

罰(第45条)

aa--
q
t
u
 



|資料竺JI
消防防災支援要員について

1 .小規模雑居ビ)~等防火対象物に対する違反是正指導等

小規模雑居ピル、建設業付属寄宿舎等防火対象物(産業廃棄物処理施設を

含む。)に対する違反是正措置を徹底するためm 消防機関による違反是正を支

援する者として、違反是正に資する知識や経験を有する者(建築、消防設備、

電気設備、防火、警備、訟務等)を確保する白

また、防火対象物の関係者に対し、点検報告制度の普及・啓発を行うとと

もに、適正な点検実施のアドバイス等を行うため、都道府県保守協会等に消

防用設備等に知見を有する者を確保する。

さらに、これらの防火対象物の実態把握に資するよう、申請・届出等及び

防火対象物台帳等の電子化を推進する。

2. 災害に強い自立した個人の育成推進

国民全体が最低限必要な防災知識・技能を取得するために地方公共団体が

実施主体となり、地域住民が参加できる講座を実施するための講師の確保を

図る。

3. 学校等における救急救命技術の普及

大規模災害発生時において人命救助を効果的に行うためには、発災直後に

適切な応急対策を講じることが必要である。このため、「救急救命普及員Jを

育成し、この普及により教職員に対し救急救命技術に係る訓練を行う。

4. コミュニティ市方災マニュアル等作成

災害発生時に被害を最小限度にとどめるには、コミユニテイ単位で防災マ

ニュアル等を作成し住民との間で情報を共有しおくことが極めて重要である

ため、コミュニテイ防災マニュアル等の作成を支援する。

伊
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隙道資料

平成 13年 11月 13日

総務省消防庁

風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策

における風俗営業行政との連携

東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災の重大性に鑑み、風俗営業を含む防火対象物の防

火安全確保を図るため、消防庁は、警察庁生活安全局生活環境課及び国土交通省住宅局建

築指導課と協議の上、各都道府県消防主管部長に対して、平成 13年 11月 12日付けで

下記事項を内容とした通知を発出しました。

記

1 風俗営業の許可や変更の承認の申請に係る風俗営業施設を含む防火対象物が、消防法

令等に違反する疑いがあるとして、その確認が消防機関にあった場合の対応については

以下のとおりとする。

( 1 )確認があった防火対象物については、早急に立入検査等を実施するなどして実態の

把握を行い、警察機関に回答を行うとともに、是正措置が必要となる防火対象物につ

いては、速やかに許可申請者等に接触し、是正指導を行う。

(2) (1) の是正指導に応じない場合は、警察機関と連携を図り、刑事告発を行うこと

を含め、消防機関において適切な措置を講じる。

2 消防機関と警察機関及び建築行政機関の相互の行政目的の達成に資するよう警察機

関、建築行政機関と十分協議し、調整して、風俗営業の許可等に際して平素より警察機

関、建築行政機関と連携を図るための仕組みを整備する。

3 消防機関の行う立入検査等を通じて、無許可で風俗営業の用途に供されている疑いの

ある防火対象物を発見した場合や重大な消防法令違反を指摘した場合は、警察機関にそ

の旨を連絡するほか、必要に応じ関係行政機関の職員との合同立入り等を実施するなど、

各都道府県の実情に応じ、関係行政機関双方の行政目的に資するよう、関係行政機関と

の連携を図るように努める。

連絡先

予防課 勝見補佐・石井係長

電話 03-5253-7523 (直通)

03圃 5253-7533 (代表)

内線 7654・7665
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匝-竺日

避難器具設置基準表

分防火対象物の区 地階 2階 3階 4.5階 6-10階

避難はしご 滑り台 滑り台 滑り台 滑り台

避難用タラッヴ 避難はしご 救助袋 救助袋 救助袋

(6)項 救助袋 緩降機 緩降機 避難橋

緩降機 避難橋 避難橋

避難橋

避難用タラップ

避難はしご 滑り台 滑り台 滑り台 滑り台

避難用タラップ 避難はしご 避難はしご 避難はしご 避難はしご

(1)項-(5)項 救助袋 、 救助袋 救助袋 救助袋

(7)項-(11)項 緩降機 緩降機 緩降機 緩降機

避難橋 避難橋 避難橋 避難橋

避難ロープ 避難用タラップ

避難用タラップ

避難はしご 滑り台 滑り台 滑り台

避難用タラップ 避難はしご 避難はしご 避難はしご

(12)項・ (15)項 救助袋 救助袋 救助袋

緩降機 緩降機 緩降機

避難橋 避難橋 避難橋

避難用タラップ

滑り台 滑り台 滑り台 滑り台

全ての防火対象
避難はしご 避難はしご 避難はしご 避難はしご

物のうち避難階 救助袋 救助袋 救助袋 救助袋

または地上に直 緩降機 緩降機 緩降機 緩降機
通未する階段が2

満のもの 避難橋 避難橋 避難橋 避難橋

避難ロープ 避難用タラップ

避難用タラップ

j主 避難はしごについては、 4階以上の階に設置する場合は、金属製の固定はしごに限られている。

円，a
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用途の指定 回一竺 JI
消防法施行二令別表第 1

項
(網掛け部分は「特定防火対象物J)

庫

U

一
イ
ロ
一
倉( 14) 

「特定防火対象物j とは、不特定多数の者が出入りするため、火災発生時の

人命危険が大なる防火対象物をいう U

38-



自動火災報知設備設置基準 匝き1司
特定用途

令別表第 1項目 用途名 一般
地階・無窓階
文は 3階以上

(1)項
イ 劇場等

ロ 集会場等
300m2 

(2)項
イ キャバレー等

ロ 遊技場等

イ 料理庖等

I~ 階以上 300m
2 

(3)項|

地階・無窓階 100rri

ロ 飲食庖 300ぱ

(4)項 百貨庖

(5)項 イ 旅館等

イ 病院等 300m2 

ロ 福祉施設等

}¥ 
特殊学校等

(9)項 イ 蒸気浴場等 200m2 200m2 

(16の2)項 地下街 300m2 

(16の3)項 準地下街
延べ500m2

以上でかっ
特定用途部分が300ぱ

以上

非特定用途

(5)項 ロ 共同住宅等

(7)項 学校等

(8)項 図書館等 500m2 

(9)項 ロ 一般浴場

(10)項 車両停車場

(11)項 神社等 1000m2 

300m
2 

イ 工場等
(12)項 500rri 

ロ スタジオ等

イ 車庫等 500m2 

(13)項
ロ 特殊格納庫 全部

(14)項 倉庫 500m2 

(15)項 前各号以外 1000rri 

(16)項 ロ 非特定複合 各用途の基準に応じる

(17)項 文化財 全部

ハ同
dqο 
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